
北海道医師会顧問税理士 留目 正

一人当り３，０００円が５，０００円に

問い：当医療法人では、近々創立○○年記念
パーティーを行いますが、ホテルにおける諸
経費、記念品代が相当額見込まれます。招待
者からの祝金は支出する交際費から差し引い
て計算してもよろしいですか。なお、法人税
法上の交際費とその取り扱いについてもご教
示願います。

お答え：交際費は、本来は法人が支出する費用で
すから、課税所得の計算上これらを損金不算入に
する制度は適当でないと考えられますが、国の政
策上の目的から損金に算入されていません。

Ⅰ 法人税法上の交際費と損金不算入額

交際費の課税に当たっては、交際費等の範囲を
明確にする必要があることから、租税特別措置法
第６１条の４第３項では次のように規定していま
す。
『交際費とは、交際費、接待費、機密費その他

の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業
に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為のために支出するも
の。』この場合、専ら従業員の慰安のために行わ
れる運動会、演芸会、旅行のために通常要する費
用等は、これに含まれません。なお、政令では、
次のような通常業務に付随して生ずると認められ
る支出を交際費から除外しています（措令３７条の
５）。
① カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いそ
の他これらに類する物品を贈与するために通常要

する費用。
② 会議に関連して茶菓、弁当、その他これらに
類する飲食物を供与するために通常要する費用。
③ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集す
るために行われる座談会その他の記事の収集のた
めの、又は放送のための取材に通常要する費用。
交際費は本来各事業年度のうちに支出される金

額が損金不算入です。ただし、支出された交際費
等のうち資本金が１億円以下の法人は次に掲げる
金額の合計額です（措置法第６１条の４）。
① 交際費等の支出額のうち定額控除限度額に達
するまでの金額×１０％
② 交際費等の支出額のうち定額控除限度額を超
える部分の金額
（注）定額控除限度額とは、４００万円に当該事業年
度の月数を乗じてこれを１２で除して計算した金額
をいいます。

Ⅱ 祝金と支出交際費は差し引きできない

まず、国税不服審判所の裁決例からご説明いた
します。『法人の記念行事において、招待客から受
け入れた祝儀の額は、支出交際費等の額から控除
することはできない。（昭６２．８．２５裁決）』
創立○○年記念パーティーの費用から祝金を差

し引いた金額で交際費課税の計算をするのが妥当
のようにも考えられますが、現在のところ、会費
制の場合を除いて、支出交際費から祝金を控除す
ることは適当でないと考えられます。

Ⅲ 取引先等との会議費等は一人５，０００円に

法人税法上、会議に際して社内または通常会議
を行う場所において、通常供与される昼食の程度
を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則
としてⅠの②の『会議に関連して、茶菓、弁当そ
の他これらに類する飲食物を供与するために通常
要する費用』に該当することになっています。
平成１８年の税制改正で、１８年４月１日からは、

従来Ⅰの②の金額は３，０００円でしたが、これが一
人当たり５，０００円ということになりそうです。取
引先等との会議等を、レストランでの少々の飲み
物を伴う昼食代は、会議費での処理が可能と考え
られます。
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